
 

 

 

令 和 元 年 10 月 2 8 日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対する
意見公募 
 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、令

和元年 10 月 29 日から 11 月 27 日までの間、意見を公募します。 

 

１ 改正内容 

（１）ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等 

（２）セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等 

（３）給油取扱所における屋外での物品販売等 

 これらの概要については、別紙を御覧ください。 

 

２ 意見公募対象及び意見公募要領 

○ 意見公募対象 

   危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案） 

○ 意見公募要領の詳細については、別紙を御覧ください。 

 

３ 意見公募の期限 

令和元年 11 月 27 日（水）（必着）（郵送についても、公募期間内の必着とします。） 

 

４ 今後の予定 

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。 

 

 

 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室 勝本、五味 

TEL 03-5253-7524（直通） 

FAX 03-5253-7534 





【別紙】
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